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第１章 財産処分手続の概要 

 

Q.1 財産処分手続とは何ですか｡ 

 

A.1 

○ 公立学校施設整備費補助の目的は､公立学校の施設整

備を促進し､もって義務教育諸学校等における教育の円

滑な実施を確保することにあります｡ 

しかし､国庫補助を受けて学校施設を整備したにもか

かわらず､学校教育以外の目的に使用するのであれば､

補助目的を達成できないことになります｡そのため､処

分制限期間(Q.5 参照)内に転用､貸与､譲渡､取壊し等を

行う場合には､文部科学大臣の承認を受ける必要があり

ます｡この承認を得るための手続が財産処分手続です｡ 

  

○ これは､補助目的の完全達成のため､補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30年法律第 179

号｡以下｢補助金適正化法｣という｡)に基づき必要とされ

るものです｡財産処分承認申請手続や国庫納付金の要否

の判断基準については､学校施設の場合には｢公立学校

施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について｣

(令和２年 12月９日付け２文科施第 281号文部科学省大

臣官房文教施設企画・防災部長通知｡P.128 参照)､用地

の場合には｢学校用地取得費補助金に係る財産処分の承

認等について｣(平成 20年６月 18日付け 20文科施第 121

号文部科学省大臣官房文教施設企画部長通知｡P.150 参

照)により明確化しています｡ 
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○ この承認に当たっては､文部科学省では､既存施設の

有効活用を推進する観点から､国庫納付をほとんどの場

合に不要とするなど､公立学校施設に係る財産処分手続

の大幅な弾力化･簡素化を図っています｡ 

  

○ 財産処分の承認を得ないうちに転用等を行うことは､

補助金適正化法に反することになります｡ 

  

○ なお､次のいずれかに当てはまる場合には､財産処分

手続を行う必要はありません｡ 

  

 ･ 国庫補助を受けずに整備した学校施設及び取得した

用地の場合 

 ･ 処分制限期間を経過した場合 

 ･ 過去の財産処分手続において､処分する部分の残存価

額に対する補助金相当額を国庫に納付した場合 
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Q.2 根拠法令等の全体像について教えてください｡ 

 

A.2 

○ 財産処分手続の根拠法令等は､法律･政令･運用通知の

３段構成となっています｡ 

  

 ･ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭

和 30 年法律第 179 号)(Q.3 参照) 

  

 (財産の処分の制限) 

第 22 条 補助事業者等は､補助事業等により取得し､又は効用の増加した政令で定め

る財産を､各省各庁の長の承認を受けないで､補助金等の交付の目的に反して使用

し､譲渡し､交換し､貸し付け､又は担保に供してはならない｡ただし､政令で定める

場合は､この限りでない｡ 

  

 ･ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施

行令(昭和 30年政令第 255号｡以下｢補助金適正化法施

行令｣という｡)(Q.4 参照) 

  

 (財産の処分の制限を適用しない場合) 

第 14条 法第 22条ただし書に規定する政令で定める場合は､次に掲げる場合とする｡ 

一 補助事業者等が法第７条第２項の規定による条件に基き補助金等の全部に相

当する金額を国に納付した場合 

二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定

める期間を経過した場合 
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 ･ 運用通知(Q.6 参照) 

  ① 建物について 

   公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承

認等について(P.128 参照) 

  

  ② 用地について 

   学校用地取得費補助金に係る財産処分の承認等に

ついて(P.150 参照) 
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Q.3 補助金適正化法第 22 条について教えてください｡ 

(財産の処分の制限) 

第 22 条 補助事業者等は､補助事業等により取得し､又は効用の増

加した政令で定める財産を､各省各庁の長の承認を受けないで､

補助金等の交付の目的に反して使用し､譲渡し､交換し､貸し付

け､又は担保に供してはならない｡ただし､政令で定める場合は､

この限りでない｡ 

 

A.3 

○ 施設整備のための補助金等の交付を受けて､補助目的

どおり施設を建設したとしても､当初の目的どおり使用

されなければ､補助金等の交付目的は達成できません｡ 

このため､補助金適正化法第 22 条では､補助事業完了後

において､各省各庁の長の承認を受けずに補助目的外の

処分を行うことを禁止しています｡ 

  

○ ｢補助事業者｣ 

 補助事業を行う者のことで､公立学校施設の整備事業

においては､公立学校の設置者となる各地方公共団体

(市区町村や都道府県)を指します｡ 

  

○ ｢補助事業｣ 

 国庫補助の交付対象となる事業を指します｡ 

  

○ ｢補助事業等により取得し､又は効用の増加した政令で

定める財産｣ 

 ･ 政令で定める財産とは､補助金適正化法施行令第 13
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条で定めるものであり､不動産等が該当します｡ 

 ･ ｢取得し｣とは､建物を新築､増築する場合や､買収によ

り所有権を取得する場合をいいます｡ 

 ･ ｢効用の増加した｣とは､改修や設備等の設置により経

済的価値が増加した場合などをいいます｡ 

  

○ ｢各省各庁の長｣ 

 公立学校施設の整備事業においては､文部科学大臣で

す｡ 

  

○ ｢交付の目的に反して｣ 

他の公共施設への転用や､所有権の移転､第三者への

貸与､取壊し､補助時点とは異なる学校種として使用す

る場合など(小学校から中学校への転用など)を指しま

す｡ 

  

○ ｢使用し､譲渡し､交換し､貸し付け､又は担保に供し｣ 

 地方公共団体が行う典型的な処分は､使用(転用)､譲

渡､貸付け､取壊しです｡ 

  

 【参考】 

 補助金等適正化中央連絡会議決定(平成 20 年４月)において､財産処分とは､｢補助

金等の交付の目的に反して使用し､譲渡し､交換し､貸し付け､担保に供し､又は取壊

すこと等｣と定義されています｡(P.162 参照) 

  

 【参考】主な財産処分の種類(P.157 参照) 

転 用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用｡ 

譲 渡:補助対象財産の所有者の変更｡ 

貸 付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更｡ 
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取壊し:補助対象財産の使用を止め､取り壊すこと｡ 

  

○ ｢政令で定める場合｣ 

 補助金適正化法施行令第 14 条に記載されています｡

(Q.4 参照) 
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Q.4 補助金適正化法施行令第 14 条について教えてくださ

い｡ 

(財産の処分の制限を適用しない場合) 

第 14条 法第 22条ただし書に規定する政令で定める場合は､次に掲

げる場合とする｡ 

一 補助事業者等が法第７条第２項の規定による条件に基き補助

金等の全部に相当する金額を国に納付した場合 

二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各

省各庁の長が定める期間を経過した場合 

 

A.4 

○ 補助金適正化法施行令第14条では､補助金適正化法第

22 条で規定されている財産の処分の制限を適用しない

場合について記載されています｡具体的には､以下の２

点です｡ 

  

 ① ｢補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場

合｣ 

  補助金適正化法第７条第２項の規定による条件に基

づき補助金等の全部に相当する金額(処分財産の残

存価額に対する補助金相当額(Q.60 参照))を国に納

付した場合は､結果的に取得財産は補助事業者が自

己負担で取得したことになるため､財産処分手続は

不要です｡ 
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 (補助金等の交付の条件) 

第７条 

２ 各省各庁の長は､補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生

ずると認められる場合においては､当該補助金等の交付の目的に反しない場合に

限り､その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨

の条件を附することができる｡ 

 

  

  なお､公立学校施設整備において､補助事業に伴い

｢相当の収益が生ずる｣場合は想定されないため､本

条文が適用されるケースはないものと考えられま

す｡ 

  

 ② ｢各省各庁の長が定める期間を経過した場合｣ 

  ｢各省各庁の長が定める期間｣とは､｢処分制限期間

(Q.5 参照)｣と呼ばれており､この期間を経過した場

合は､物理的には価値が残っているものの､経済的な

使用価値はなくなったとみなされるため､財産処分

手続は不要です｡ 
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Q.5 補助金適正化法施行令第 14 条に記載されている｢各省

各庁の長が定める期間(処分制限期間)｣について教えてく

ださい｡ 

 

A.5 

○ 各省各庁の長が定める期間(以下､｢処分制限期間｣と

いう｡)とは､補助対象施設の経済的価値が残存するとみ

なされる期間のことです｡この期間の算定に当たって

は､補助対象施設の耐用年数を勘案することとされてい

ます｡ 

具体的な処分制限期間としては､例えば､鉄筋コンク

リート造の校舎の場合､平成12年度以前の予算にかかる

補助事業等により取得したものは 60 年､平成 13 年度以

降の予算にかかる補助事業等により取得したものは 47

年となっています｡このことは､補助金適正化法施行令

第14条第１項第２号に基づき､文部科学大臣が定める告

示に規定されています｡ 
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補助事業等により取得した財産の処分制限期間例示表 

補助金等の名称 
処分制限する財産の名称等 処分制限期間(年) 

施設整備等名 財産名 構造規格等 ① ② 

公立学校施設整

備費補助金 

 

公立学校施設整

備費負担金 

 

安全･安心な学校

づくり交付金 

 

学校施設環境改

善交付金 

 

地域自主戦略交

付金 

 

沖縄振興公共投

資交付金 

 

      等 

公立文教施設 校舎 

屋内運動場 

寄宿舎 

教職員住宅 

鉄筋コンクリート造 60 47 

レンガ造､ブロック造､石造 45 38 

鉄骨造 40 34 

木造 24 22 

木骨モルタル造 22 20 

水泳プール 30 30 

鉄棒､バックネット 15 15 

コンピュータ パーソナルコンピュータ(サーバー

用のものを除く｡) 

6 4 

コンピュータ(サーバ

ー用等) 

その他のもの 6 5 

LAN 9 9 

LL 機器 10 10 

地デジ（アンテナ）（配線） 10 10 

火災報知器 8 8 

冷暖房設備 冷凍機の出力が 22kw 以下のもの 13 13 

その他のもの 15 15 

ボイラー設備 15 15 

エレベーター 17 17 

太陽光発電システム - 17 

芝生 20 20 

①昭和 60 年３月５日文部省告示第 28 号に基づく､平成 12 年度以前の予算に係る補助事業等により取得

し､又は効用の増加した財産について適用する｡ 

②平成 14年３月 25日文部科学省告示第 53号に基づく､平成 13年度以降の予算に係る補助事業等により

取得し､又は効用の増加した財産について適用する｡ 
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補助事業等により取得した財産の処分制限期間例示表（学校給食施設関係） 

補助事業等名 
処分制限財産の名称等 処分制限期間(年) 

施設整備等名 財産名 構造規格等 構造区分   ① ② 

公立学校施設

整備費補助金

（学校給食施

設整備費） 

 

安全・安心な学

校づくり交付金 

 

学校施設環境

改善交付金 

 

等 

学校食堂施設 建物 

鉄骨鉄筋コンクリート造

又は鉄筋コンクリート造 
R 60  47 

ブロック造 その他 45  38 

金属造（骨格材の肉厚が

４mm を超えるもの） 
S 40  34 

金属造（骨格材の肉厚が

３mm を超え４mm 以下のも

の） 

S 30  27 

金属造（骨格材の肉厚が

３mm 以下のもの） 
S 20  19 

木造 W 24  22 

木骨モルタル造 その他 22  20 

学校給食施設 建物 

鉄骨鉄筋コンクリート造

又は鉄筋コンクリート造 
R 35  31 

ブロック造 その他 32  28 

金属造（骨格材の肉厚が

４mm を超えるもの） 
S 28  25 

金属造（骨格材の肉厚が

３mm を超え４mm 以下のも

の） 

S 20  19 

金属造（骨格材の肉厚が

３mm 以下のもの） 
S 15  14 

木造 W 12  11 

木骨モルタル造 その他 10  10 
       

① 平成 12 年度以前の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産について適用する。 

※参考 「補助事業者等が補助事業等により取得した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取

得した財産の処分制限期間」（昭和６０年３月５日 文部省告示第２８号）  
        
② 平成 13 年度予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産から適用する。  

※参考 「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成１４年３月２５日 文部科学省告示

第５３号） 

 

 

  

12



補助事業等により取得した財産の処分制限期間例示表（学校給食設備関係） 

補助事業等名 
処分制限財産の名称等 処分制限

期間（年） 
根拠 

区分 学校給食設備名 

公立学校施設

整備費補助金

（学校給食施

設整備費） 

安全・安心な

学校づくり交

付金 

学校施設環境

改善交付金 

等 

附帯 A 

かま 5 

器具及び備品／食事又は厨房用品

／その他のもの 

上流し 5 

下流し 5 

調理台 5 

食器洗浄機 9 

機械及び装置／給食用設備 

食器消毒保管機 9 

ボイラー 9 

かくはん機(ミキサー) 9 

野菜裁断機 9 

球根皮むき機 9 

揚物機 9 

焼物機 9 

蒸物機 9 

冷蔵庫 9 

真空冷却機 9 

中心温度管理機能付調理機 9 

エアカーテン 12 
建物附属設備／エアカーテン 

エアシャワー 12 

手指殺菌機 8 
器具及び備品／その他のもの／そ

の他のもの 

附帯 B 厨芥処理機 9 機械及び装置／給食用設備 

附帯 C 自家発電機 15 
機械及び装置／内燃力又はガスタ

ービン発電設備 

附帯 D 

廃水処理施設【R 造】 30 
構築物／汚水処理用のもの／R 造

のもの 

廃水処理施設【S 造】 15 
構築物／汚水処理用のもの／S 造

のもの 

炊飯設備 

炊飯機 9 

機械及び装置／給食用設備 
洗米機 9 

納米庫(米びつ) 9 

食器浸湿槽 9 

※参考 「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事

業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成１４年３月２５日 文部科学省告示第５３号） 
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Q.6 運用通知について教えてください｡ 

 

A.6 

○ 文部科学省では､｢文部科学省一般会計補助金等に係

る財産処分承認基準について｣(平成 20年６月 16日付け

20文科会第 189号文部科学省大臣官房会計課長通知(令

和２年 12月 10日付け一部改正)  P.156参照)を定めて

います｡ 

これを受けて､公立学校施設整備に係る学校施設及び

学校用地について､別途運用通知を定めています｡ 

学校施設については｢公立学校施設整備費補助金等に

係る財産処分の承認等について｣(令和２年 12 月９日付

け２文科施第 281 号文部科学省大臣官房文教施設企

画・防災部長通知｡P.128 参照)､用地については｢学校用

地取得費補助金に係る財産処分の承認等について｣(平

成 20 年６月 18 日付け 20 文科施第 121 号文部科学省大

臣官房文教施設企画部長通知｡P.150 参照)により､詳細

な取扱いが決まっています｡ 

なお､文部科学省では､既存施設の有効活用を推進す

る観点から､国庫納付をほとんどの場合に不要とするな

ど､公立学校施設に係る財産処分手続の大幅な弾力化･

簡素化を図っています｡ 

具体的な内容については､第２章建物編･第３章用地

編を御覧ください｡ 
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Q.7 承認事項と報告事項の違いについて教えてください｡ 

 

A.7 

○ 国庫補助を受けて整備した学校施設の財産処分に当

たっては､文部科学大臣の承認を要することとなってい

ますが､承認申請手続の簡素化を図るため､補助事業完

了後 10 年以上経過した財産の無償による処分の場合な

ど､｢公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承

認等について｣３(1)(P.129～P.130 参照)で掲げられて

いる事項については､文部科学大臣への報告をもって承

認があったものとして取り扱っています｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項については、大臣への報告

をもって承認があったものと取り扱う。

地方公共団体 文部科学大臣

承認 と 報告

承認申請

報 告

承 認

地方公共団体 文部科学大臣
OK!

OK!

承 認

報 告
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Q.8 財産処分手続は､いつ頃までに行う必要があるのでし

ょうか｡ 

 

A.8 

○ 財産処分手続は､法令上事前に行う必要があります｡

このため､財産処分を行う前に十分な時間的余裕を持っ

て承認申請書又は報告書を提出していただく必要があ

ります｡ 

提出時期の目安としては､承認申請書は処分予定時期

の３か月前､報告書は２か月前となります｡特に年度末･

年度当初は全国からの申請が重なり、通常以上に審査に

時間を要しますので計画的な申請をお願いします｡ 

上記提出期限を過ぎた場合は､任意様式にて｢顛末書、

理由書｣等を作成し､御提出ください｡ 

上記期限によることのできない特別の事情がある場

合には､随時､文部科学省に御相談ください｡なお､財産

処分の承認を得ないうちに転用等を行うことは､補助金

適正化法第 22 条に反することとなりますので､上記期

限にかかわらず､早期に書類を御提出いただきますよう

お願いします｡申請に当たっては､経由機関となる都道

府県教育委員会に相談しながら事務を進めてください｡ 
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